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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月10日(2017.3.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電極（５，７）を使用する容量検出のための方法であって、前記電極は、それら
の近傍の1つ以上の物体（１，２１，２２）の検出を容量結合によって可能にし得る方法
において、
　少なくとも第１の面及び第２の面に沿って、前記複数の電極（５，７）を形成し、
　前記第２の面上の前記電極の少なくとも一部を第２の励起電位で分極し、
　前記第１の面上の前記電極（５，７）の少なくとも一部を第１の励起電位で同時に分極
するステップを備え、前記励起電位（４２，４３）は、これらの励起電位（４２，４３）
の所定の継続時間にわたるスカラー積がゼロであるように、基準電位（１３）に対して生
成されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　生成される前記励起電位（４２，４３）は、経時的に変化可能な少なくとも１つの励起
電位を備える請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　生成される前記励起電位（４２，４３）は、異なる周波数の周期的な励起電位を備える
請求項１又は請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　生成される前記励起電位（４２，４３）が少なくとも１つの励起電位を備え、該励起電
位の周波数成分がスペクトル帯域にわたって広げられる請求項１から３のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項５】
　生成される前記励起電位（４２，４３）は、直角位相を成す同じ周波数の２つの周期的
な励起電位を備える請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　生成される前記励起電位（４２，４３）が少なくとも１つの励起電位を備え、該励起電
位の干渉信号とのスカラー積が最小化される請求項１から５のいずれか一項に記載の方法
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【請求項７】
　生成される前記励起電位（４２，４３）は、基準電位にほぼ等しい少なくとも１つの励
起電位を備える請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　電極（５，７）の容量結合を測定するステップも備え、該ステップは、
　電極の電荷の代表的な測定値の取得と、
　前記電極（５，７）の励起電位（４２，４３）を使用することによる電荷の前記代表的
な測定値の復調と、を備える請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　複数の電極（５，７）を備える容量検出のための装置であって、前記電極は、それらの
近傍の１つ以上の物体（１，２１，２２）の検出を容量結合によって可能にし得る装置に
おいて、
　前記装置の少なくとも第１の面と第２の面であって、前記複数の電極が、少なくとも前
記第１の面と前記第２の面に沿って形成されており、前記第２の面上の前記電極の少なく
とも一部が、第２の励起電位で分極されるように構成されている、前記少なくとも第１の
面と第２の面、及び
　異なる励起電位（４２，４３）により前記第１の面上の前記電極（５，７）の少なくと
も一部を第１の励起電位で同時に分極できる励起手段（３０，３１）を備え、前記励起電
位（４２，４３）は、これらの励起電位（４２，４３）の所定の継続時間にわたるスカラ
ー積がゼロであるように、基準電位（１３）に対して生成されることを特徴とする装置。
【請求項１０】
　測定手段（３４，３５，３６，３７）も備え、該測定手段は、それらが連結される電極
（５，７）と同じ励起電位（４２，４３）に基準付けられる請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記測定手段（３４，３５，３６，３７）に連結されるとともに、前記基準電位（１３
）に基準付けられる容量結合の代表的な測定値をもたらすことができる復調手段（３８，
３９）も備える請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　少なくとも１つの電極を
　幾つかの異なる励起電位（４２，４３）で、及び／又は、
　少なくとも１つの励起電位（４２，４３）で或いは基準電位（１３）で分極できるよう
にする手段も備える請求項９から１１のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１３】
　請求項９から１２のいずれか一項に記載の容量検出のための装置を備えて、請求項１か
ら８のいずれか一項に記載の方法を実施する機器。
【請求項１４】
　ディスプレイスクリーンと、第１の励起電位（４２）で分極される第１のほぼ透明な電
極（５）とを前記第１の面（４）上に備えるとともに、前記第２の励起電位（４３）で分
極される第２の電極（７）を前記第１の面とは反対側の前記第２の面（１４）上に備える
請求項１３に記載の機器。
【請求項１５】
　以下のタイプ、すなわち、スマートフォン、タブレットのうちの１つである請求項１４
に記載の機器。
【請求項１６】
　互いに対して移動できる複数のモジュール（２１，２２）を備え、前記各モジュールは
、他のモジュール（２１，２２）とは異なる励起電位（４２，４３）で分極される電極（
５，７）を備える請求項１３に記載の機器。
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